
平
成
コ
ー
年
一
〇
月
二
七
日
判
決
言
渡
　
同
日
原
本
頷
・
収
　
裁
判
所
書
記
官
　
・
俳
面
持
笑

平
成
コ
ー
年
㈲
第
八
九
八
五
号
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
平
成
ニ
ー
年
九
月
大
汗
目
頭
弁
論
終

結
）

　
　
　
　
　
　
　
　
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
決

　
　
東
京
都
調
布
市
国
領
町
一
Ｉ
四
一
１
四
第
一
小
山
荘

　
　
　
原
　
　
　
　
　
　
　
　
告

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
善
一

　
　
　
被
　
　
　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
右
代
表
者
知
事

右

指

定

代

理

人

同

号

高野　秋　石　東

野上　山　原

J万|

　凰ﾐ

.

以

慎
一
Ｉ
Ｆ
－

！
‐
－

夫

　　　　　天

恵　直　郎　都

［



同　同

　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文

　
一
　
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

　
二
　
訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
実
　
及
　
び
　
理
　
由

第
一
　
請
求

鎌　島

田　　田

f

l
l　　.JIls

郎

　
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
一
〇
五
万
七
六
〇
〇
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
ヤ
成
‐
几
年
八
月
二

八
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

第
二
　
事
案
の
概
要

　
　
　
本
件
は
、
以
前
に
原
告
が
被
告
に
対
し
て
提
起
し
た
椙
害
賠
償
請
求
訴
よ
に
お
い

て
、
被



告
が
証
拠
を
偽
造
又
は
変
造
し
た
た
め
、
原
告
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
と
Ｌ
張
し
て
、
旧
家

賠
償
法
一
条
一
項
及
び
不
法
行
為
（
使
用
者
責
任
）
に
基
づ
く
損
害
賠
回
し
・
し
て
、
右
訴
訟

の
印
紙
代
及
び
慰
謝
料
の
支
払
を
求
め
る
事
件
で
あ
る
。

　
請
求
原
因

１
　
原
告
は
、
東
京
無
縁
タ
ク
シ
ー
代
々
木
自
動
車
株
式
令
旨
の
乗
拐
回
で
お
る

２
ド
　
淳
吉
は
、
平
成
五
年
九
月
二
三
目
、
乗
客
一
名
を
乗
せ
タ
ク
シ
ー
を
運
転
中
、
交
通

　
　
事
故
に
あ
っ
た
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
。

　
白
川
　
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
警
院
庁
葛
西
警
察
署
（
以
下
「
葛
甫
‥
鯨
‥
察
署
」
と
い

　
　
　
う
。
）
の
司
法
鮭
一
‥
察
員
が
検
察
官
に
対
十
る
本
件
事
故
の
事
件
善
良
を
遅
ら
せ
た
こ

　
　
　
と
及
び
同
署
が
必
要
具
類
の
送
付
を
荏
延
し
た
た
め
交
通
事
故
汪
四
谷
の
宛
給
が
遅

　
　
　
れ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
慰
謝
料
の
支
払
を
求
め
る
指
害
賠
回
竹
工
訴
訟
（
東
京
地



圈
方
談
判
所
平
成
九
年
次
第
二
五
四
三
号
事
件
．
以
下
「
前
訴
」
レ
ー
ニ
う
）
を
提
起
し

た
．

　
葛
西
警
察
署
に
お
い
て
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
東
京
耶
乍
務
所
（
以
下

　
「
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
）
に
対
し
、
交
通
事
故
証
明
肢
‥
内
発
給
に
必
要
な

言
柄
を
送
付
す
る
た
め
に
は
、
原
告
の
診
断
書
が
必
要
で
あ
る
レ
ー
子
ら
・
、
前
訴
に
お

け
る
被
告
指
定
代
理
人
は
、
同
署
が
原
告
か
ら
診
断
占
を
受
罰
し
こ
の
が
平
成
五
吊

し
一
列
．
四
目
で
あ
り
、
同
署
は
そ
の
翌
日
に
片
言
類
を
安
全
社
転
セ
ン
々
－
に
送

付
し
・
こ
か
ら
、
そ
の
事
拐
処
理
に
遅
延
は
な
い
な
ど
と
主
張
し
、
．
ヤ
成
九
に
Ｉ
八
月
一
一

七
日
の
面
訴
第
三
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
右
主
張
に
沿
’
ノ
証
拠
と
し
て
、
診

断
言
（
松
田
病
院
の
分
二
通
と
田
中
医
院
の
も
の
一
通
）
及
び
賠
成
五
年
ゴ
ー
月
一

犬
口
付
け
の
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
納
付
を
表
す
証
票
（
以
ド
ー
証
票
）
と
い

ｌ



(湖

う
。
）
が
貼
付
さ
れ
、
同
月
一
四
日
付
の
通
信
日
付
印
が
押
捺
さ
れ
た
封
筒
（
以
下

　
「
本
件
封
筒
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
。

　
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
前
訴
に
お
い
て
、
原
告
が
主
張
す
る
位
疋
‥
俘
察
署
の
司
法

警
察
員
に
よ
る
遅
延
行
為
は
な
か
っ
た
な
ど
と
し
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
判
決

を
し
た
。

３
　
し
か
し
、
原
告
は
、
東
京
地
方
検
察
庁
に
対
し
、
平
成
五
年
Ｔ
Ｊ
月
三
日
、
松
田
病
院

　
作
成
の
診
断
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
際
、
そ
れ
以
前
に
同
病
院
か
ら
取
得
し
て
い

　
た
診
断
書
（
以
下
「
当
初
診
断
書
」
と
い
う
。
）
は
既
に
葛
西
警
察
咎
に
提
出
し
て
お
り
、

　
手
元
に
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
月
二
目
、
同
病
院
か
ら
診
断
書
の
匹
宛
行
を
受
け
、
こ

　
れ
を
東
京
地
方
検
察
庁
に
提
出
し
た
、
そ
し
て
、
原
告
が
、
東
京
地
方
演
察
庁
に
提
出
す

　
る
た
め
に
、
同
月
二
目
、
松
田
病
院
か
ら
診
断
書
の
再
発
行
を
受
け
て
い
る
以
上
、
葛
西

『
ｊ



　
警
察
署
に
対
し
て
松
田
病
院
の
当
初
診
断
書
を
提
出
し
だ
の
が
そ
れ
以
・
汲
の
日
で
あ
る
同

　
‥
‥
二
四
日
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
２
図
㈲
の
と
お
り
、
前
訴
に
お
け
る
破
占
め
指
定
代
理
人
が
、

　
原
告
か
ら
送
付
を
受
け
た
封
筒
と
し
て
平
成
五
年
コ
ー
月
一
三
日
付
け
証
票
が
貼
付
さ
れ
、

　
同
月
一
四
日
付
け
通
信
日
付
印
が
押
捺
さ
れ
た
本
件
封
筒
を
提
出
し
た
一
一
と
か
ら
す
る
と
、

　
被
告
指
定
代
理
人
は
、
松
田
病
院
の
当
初
診
断
書
及
び
田
中
医
院
の
診
囲
苔
が
葛
西
警
察

　
署
に
提
出
さ
れ
た
時
期
を
平
成
五
年
こ
一
月
一
四
目
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る

　
た
め
、
証
票
及
び
通
信
日
付
印
部
分
を
偽
造
又
は
変
造
し
た
本
件
封
筒
を
証
拠
と
し
て
提

　
出
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

４
　
原
告
は
、
被
告
指
定
代
理
人
の
右
行
為
に
よ
り
、
前
訴
の
貼
用
同
根
代
行
万
七
六
〇
〇

　
円
の
損
害
を
被
っ
た
ほ
か
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
精
神
的
苦
痛
を
肢
に
り
、
ニ
れ
を
慰
謝

¶ １



一

一

　
す
る
の
に
要
す
る
費
用
は
｝
○
○
万
円
を
下
ら
な
い
。

５
　
よ
っ
て
、
原
告
は
、
戒
告
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
又
ぱ
民
古
址
一
五
菜
一
項

　
の
使
用
者
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
、
一
〇
五
万
七
六
〇
〇
円
交
び
右
不
法
行
為

　
の
‥
‥
‥
［
の
翌
日
で
あ
る
平
成
九
年
八
月
二
八
目
か
ら
支
払
済
み
ま
で
灰
占
所
定
の
年
五
分
の

　
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
。

　
請
求
原
因
に
対
す
る
認
否

１
　
請
求
原
因
１
の
事
実
は
認
め
る
。

９
】
　
　
請
求
原
因
２
の
事
実
の
う
ち
、
原
告
が
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
戒
告
を
相
手
一
万

　
と
し
て
、
葛
西
警
察
署
の
本
件
事
故
に
関
す
る
検
察
官
送
致
及
び
乍
他
出
明
言
俎
給
の
だ

　
め
の
書
類
の
送
付
の
遅
延
な
ど
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
面
訴
を
提
起
し
た
こ

　
と
、
前
訴
に
お
け
る
戒
告
指
定
代
理
人
が
平
成
九
年
八
月
二
七
日
に
問
・
い
れ
た
前
訴
第
三



　
　
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
松
田
病
院
の
当
初
診
断
書
二
通
及
び
川
中
医
院
の
診
断
書

　
　
の
写
し
と
と
も
に
本
件
封
筒
を
書
証
と
し
て
提
出
し
た
こ
と
、
東
心
肋
‥
づ
談
判
所
が
、
原

　
　
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
旨
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
二
と
は
認
め
、
ぞ
白
石
の
事
実
は
不
知

　
　
又
は
否
認
す
る
。

　
３
　
請
求
原
因
３
及
び
４
の
各
事
実
を
否
認
す
る
。

三
　
被
告
の
主
張

　
　
原
告
の
請
求
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
前
訴
の
事
実
認
定
に
瑕
疵
が
か
・
る
し
し
て
、
前
訴
で

　
認
定
さ
れ
た
事
実
と
異
な
る
事
実
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
法
的
安
定
性
や
再
審
梢

　
度
の
存
を
意
義
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
匹
審
に
よ
り
前
訴
判
決
が
取
り
消
こ
れ
た
々
ど
の
特

　
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
右
請
求
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
・
、
原
告

　
は
か
か
る
特
別
の
事
情
に
つ
い
て
何
ら
主
張
立
証
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
仁
訴
訥
求
は
許
さ

yQ



　
　
れ
な
い
。

第
三
　
当
裁
判
所
の
判
断

一
　
争
い
の
な
い
事
実
に
加
え
、
後
記
の
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
か
ブ
、
次
丙
事
実
を

　
認
め
９
０
と
が
で
き
る
。

Ｉ
　
原
告
は
、
平
成
五
年
九
月
二
三
目
、
乗
客
の
進
藤
潮
を
乗
せ
て
々
々
ノ
‘
－
を
運
転
中
、

　
東
京
都
江
戸
川
区
内
に
お
い
て
追
突
さ
れ
、
受
傷
し
た
（
本
件
事
故
）

２
　
原
告
は
、
本
件
事
故
に
よ
る
負
傷
に
つ
い
て
、
平
成
五
単
一
〇
月
へ
‥
円
、
医
師
陰
田
政

　
勝
作
成
に
係
る
原
告
及
び
進
藤
潮
の
当
初
診
断
言
（
乙
ニ
、
三
）
、
㈹
ヱ
ノ
ー
月
二
目
、

　
医
師
田
中
宏
作
成
に
係
る
原
告
の
診
断
書
（
乙
四
の
原
本
）
を
散
財
し
几
（
以
ト
の
三
通

　
の
診
断
貼
を
併
せ
て
、
以
下
「
本
件
診
断
言
」
と
い
う
．
）
．
．

３
　
原
告
は
、
松
田
病
院
か
ら
、
平
成
五
年
コ
ー
月
二
日
、
当
初
診
断
9
:
‥
し
・
・
は
別
に
診
断
ど

C . l



　
を
取
得
し
た
（
甲
九
、
一
〇
の
Ｉ
、
２
）
。

４
　
原
告
は
、
３
記
載
の
診
断
書
を
添
附
し
、
東
京
地
方
検
察
庁
に
平
成
・
八
年
コ
｝
月
四
目

　
配
達
さ
れ
た
告
訴
状
を
も
っ
て
、
本
件
事
故
に
つ
き
加
害
者
を
告
訴
Ｌ
・
こ
が
、
右
居
訴
状

　
に
は
、
当
初
診
断
書
を
提
出
し
た
ｙ
」
ろ
か
ら
、
葛
西
警
察
署
は
検
察
斤
二
対
ず
る
事
件
‥
送

　
致
を
渋
る
よ
う
に
な
っ
4
j
o
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
甲
四
の
Ｉ
、
‥
こ

５
　
原
告
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
本
件
事
故
に
つ
き
、
葛
西
㈹
宍
よ
呑
の
司
法
賢
察

　
員
に
よ
る
検
察
官
へ
の
事
件
送
致
が
遅
れ
、
ま
た
、
同
暑
が
本
件
事
故
に
係
る
事
故
証
明

　
に
‥
の
発
袷
に
必
要
な
書
鎖
の
送
付
を
遅
延
し
た
二
と
な
ど
を
理
由
レ
ー
ー
し
て
、
賄
に
を
拍
手

　
方
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
（
前
訴
）
を
提
起
し
た
。

６
　
平
成
元
年
八
月
二
七
日
に
聞
か
れ
た
前
訴
第
三
回
口
頭
弁
論
期
目
に
ぢ
い
て
、
被
告
か

　
ら
本
件
診
断
書
（
乙
二
な
い
し
四
。
た
だ
し
、
乙
四
の
田
中
医
院
の
箭
所
謳
は
写
し
で
あ

Ｄ｝



一

一

　
る
）
及
び
本
件
封
筒
（
乙
一
の
Ｉ
、
２
）
が
提
出
さ
れ
、
本
件
封
筒
に
は
、
平
成
五
年

　
　
（
一
九
九
三
年
）
　
コ
ー
月
コ
二
日
付
け
の
証
票
が
貼
付
さ
れ
、
ま
た
、
同
万
一
四
口
付
け

　
の
通
信
目
付
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
た
．
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
前
訴
ふ
判
決
に
お
い
て

　
は
、
そ
の
理
由
中
で
、
平
成
五
年
コ
ー
月
一
四
目
に
な
っ
て
原
告
か
ら
芭
西
警
察
署
宛
に

　
診
断
書
が
提
出
さ
れ
、
同
警
察
署
所
属
の
巡
査
部
長
は
、
そ
の
翌
目
に
け
交
通
事
故
証
明

　
書
の
発
給
に
必
要
な
書
類
を
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
に
送
付
し
た
と
の
肢
ど
の
主
張
に
つ
い

　
て
、
原
告
が
あ
え
て
争
わ
な
い
と
述
べ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
甲
．
こ
）
．
．

　
原
告
は
、
本
件
封
筒
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
証
票
及
び
押
捺
さ
れ
て
い
る
他
言
日
付
印
の
印

影
は
偽
造
又
は
変
造
さ
れ
た
も
の
で
、
右
各
日
付
は
、
実
際
に
は
原
告
が
本
件
事
故
に
つ
き

加
害
者
を
告
訴
し
た
平
成
コ
ー
年
コ
ー
月
三
日
よ
り
前
の
目
付
の
は
ず
で
・
爪
る
と
主
張
す
今
．

　
前
記
事
実
関
係
、
と
り
わ
け
、
原
告
が
、
平
成
五
年
コ
ー
月
二
目
・
、
‐
に
田
病
院
か
ら
診
断

１１



書
の
再
発
行
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
告
訴
状
に
前
記
一
４
の
記
載
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
原
告
は
、
当
時
、
主
観
的
に
は
葛
西
警
察
署
に
対
し
、
松
田
病
院
の
当
初
診
断
書
を

既
に
提
出
し
て
お
り
、
手
元
に
は
残
っ
て
い
な
い
と
認
識
し
て
い
た
と
込
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
原
告
が
松
田
病
院
か
ら
診
断
書
の
再
発
行
を
受
け
た
と
い
う
事
実
と
原
告
の

手
元
に
当
初
診
断
書
が
残
っ
て
い
た
事
実
と
は
、
客
観
的
に
は
何
ら
矛
盾
脱
胎
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
原
告
は
、
本
件
第
三
回
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
松
田
病
院
内
・
当
初
診
断
書
を

葛
西
警
察
署
に
送
付
し
た
時
期
及
び
手
段
に
つ
い
て
は
、
記
憶
が
明
確
で
々
い
こ
と
を
自
認

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
前
訴
に
お
い
て
は
、
葛
西
警
察
署
に
対
し
て
診
所
書
を
提
出
し
た

時
期
が
平
成
五
年
コ
ー
月
一
四
口
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
え
て
争
わ
な
い
旨
雨
陳
述
す
ら
し
て

い
る
こ
と
、
本
件
封
筒
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
平
成
五
年
コ
ー
月
ニ
ニ
目
げ
け
の
証
票
及
び
同

月
一
四
口
付
け
の
通
信
目
付
印
を
子
細
に
検
討
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
偽
造
又
は
変
造
さ
れ
た

□



　
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
形
跡
は
な
い
ｙ
」
と
を
ぼ
せ
考
慮
す
る
に
Ｌ
、
原
七
日
が
、
そ

　
の
主
観
的
な
認
識
ど
お
り
、
同
年
コ
ー
月
三
日
以
前
に
、
当
初
診
断
書
奈
・
同
居
に
提
出
し
て

　
い
た
と
認
め
る
に
は
足
り
な
い
も
の
と
い
う
よ
り
ほ
か
け
な
い
。
そ
の
油
こ
本
件
全
証
拠
を

　
精
査
し
て
も
、
右
証
票
及
び
通
信
日
付
印
が
偽
造
又
は
変
造
さ
れ
た
旨
Ｏ
万
古
の
主
張
を
認

　
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

三
　
以
上
に
よ
れ
ば
、
そ
の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
原
貼
‥
白
請
求
は
理
由

　
が
な
い
の
で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
五
郎

裁
判
長
裁
判
官
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目
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け
玉
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・
で
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